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73. 使用済燃料プール監視設備の仕様等について 

1. 概要 

  重大事故等時に使用済燃料プールの状態を監視する設備として，使用済燃料プ

ール水位・温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温度（ＳＡ），使用済燃料プール

エリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）及び使用済燃料プール監視カメラを

設ける。 

2. 仕様 

第 1表 使用済燃料プール監視設備の仕様 

名 称 仕 様※1

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

検出器種類：水位検出器（ガイドパルス式） 

計測範囲：-4300～+7200mm※2 

（EL.35,077mm～46,577mm） 

個数：1 

取付場所：原子炉建屋 6階 

検出器種類：温度検出器（測温抵抗体） 

計測範囲：0～120℃ 

個数：1（検出点 2箇所） 

取付場所：原子炉建屋 6階 

使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

検出器種類：温度検出器（熱電対） 

計測範囲：0～120℃ 

個数：1（検出点 8箇所） 

取付場所：原子炉建屋 6階 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 

検出器種類：イオンチェンバ検出器 

計測範囲：10－３～10４mSv/h（低レンジ） 

     10－２～10５Sv/h（高レンジ） 

個数：各 1個 

取付場所：原子炉建屋 6階 

使用済燃料プール監視カメラ 

種類：赤外線カメラ 

個数：1 

取付場所：原子炉建屋 6階 

※1：現在の計画値 

※2：使用済燃料ラック上端（EL.39,377 ㎜）を基準（0mm）とする。 
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3. 設備概要 

(1) 配置図 

第 1図 使用済燃料プール監視設備配置図 

【凡例】 
①使用済燃料プール水位・温度(ＳＡ広域) 
②使用済燃料プール温度(ＳＡ) 
③使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 
④使用済燃料プール監視カメラ 
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(2) 系統概略図 

第 2図 使用済燃料プール監視設備概略図 

使用済燃料ラック 

高
レ
ン
ジ

モニタ 

監視盤 

中央制御室 

赤外線カメラ 

温度検出器(ＳＡ) 
水位及び温度 

検出器(ＳＡ広域) 

EL.43,344mm 

EL.36,334mm 

EL.35,077mm 

EL.38,377mm 

EL.45,377mm 

EL.39,377mm 

（燃料ラック上端） 

EL.46,500mm EL.46,577mm 

水
位
計
測
範
囲

EL.46,195mm 

（通常水位） 

EL.34,689mm 

EL.35,097mm 

（燃料ラック下端） 
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74. 使用済燃料プールの監視について 

1. 通常時の監視項目の概要 

  通常時における使用済燃料プールに関連するパラメータの監視についての概要を下表に示す。 

第 1 表 通常時における使用済燃料プールに関連するパラメータの監視項目 

項目 監視対象 監視方法 確認頻度 異常発生に伴う警報確認 備考 

スキマサージ

タンク水位 

・スキマサージタンク水位計 パラメータ確認 1 回／時間 ・水位高／水位低時の警報発生時

（スキマサージタンク水位） 

水位低による燃料プール冷却

浄化系ポンプトリップのイン

ターロックあり 

使用済燃料プ

ール水位 

・使用済燃料プール水位計 

・使用済燃料プール水位・温度

計（SA 広域） 

・使用済燃料プール監視カメラ

パラメータ確認

現場状態確認 

1 回／時間 

現場巡視点検時 

・水位高／低／低低の警報発生時

（使用済燃料プール水位計／

使用済燃料プール水位・温度計

（SA 広域）） 

－ 

燃料プール水

温 

・使用済燃料プール温度計 

・使用済燃料プール水位・温度

計（SA 広域） 

・使用済燃料プール温度計（SA）

パラメータ確認 1 回／時間 ・温度高の警報発生時 

（使用済燃料プール温度計／

使用済燃料プール水位・温度計

（SA 広域）） 

－ 

燃料プール冷

却系の運転状

態 

・燃料プール冷却浄化系，残留

熱除去系の運転状態 

現場状態確認 現場巡視点検時 ・系統故障警報等の発生時 － 

漏えいの有無 ・ライナードレンフローグラス 現場状態確認 現場巡視点検時 ・ライナードレンたまりレベル 

・漏えい検知器，床漏えい検知器

等の警報発生時 

－ 

使用済燃料プ

ールエリアの

線量率 

・燃料取替フロア燃料プールエ

リア放射線モニタ 

・使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ）

・原子炉建屋換気系排気ダクト放

射線モニタ 

パラメータ確認 1 回／時間 ・燃料取替フロア燃料プールエリ

ア放射線モニタ高警報の発生時

－ 
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2. 有効性評価での事象発生と運転員の認知について 

  使用済燃料プールの有効性評価での運転員の事象認知について検討した。 

(1) 想定事故１ 

   使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失を想定する場合，その機

能喪失は各系統の故障警報の発生や，外部電源喪失等の事象発生に伴う中央

制御室の変化により，運転員が事象の発生を認知する。 

   想定事故１では残留熱除去系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系ポンプの故

障を想定しているが，中央制御室内の警報の故障を想定した場合や，警報が

発報しない事象を想定した場合でも，運転員による中央制御室内の巡視にお

いて「燃料プール水温」等のパラメータを確認していることから，中央制御

室の運転員は異常事象の認知が可能である。 

 (2) 想定事故２ 

   使用済燃料プール水の小規模な漏えいが発生して使用済燃料プールの水位

が低下する事象においては，第 1 表の「スキマサージタンク水位」及び「燃

料プール水位」のパラメータの変化に伴う複数の警報，並びにスキマサージ

タンク水位の低下により燃料プール冷却浄化系ポンプのトリップに伴う警報

等により，中央制御室の運転員が事象の発生を認知する。 

   想定事故２では，燃料プール冷却浄化系配管の破断を想定しており，静的

サイフォンブレーカの作動により燃料プールの水位は通常水位より 0.23m 下

までの低下にとどまるが，「スキマサージタンク水位」等のパラメータの変化

に伴う警報が発報しない事象を想定した場合でも，運転員による中央制御室

内の巡視において「スキマサージタンク水位」，「燃料プール水位」，「燃料プ

ール水温」等のパラメータを確認していることから，中央制御室の運転員は

異常事象の認知が可能である。 

 以上より，有効性評価での運転員の事象認知の想定は妥当であると考える。 

5



補足 75-1

75. 使用済燃料プール（ＳＦＰ）ゲートについて

○ＳＦＰゲートについては，以下の理由により十分信頼性があるため，大規模な流出はな

い。

（１） ＳＦＰゲートはＳＦＰと原子炉ウェルの流路に設けられたフックに設置され，ス

トッパーにより浮き上がりを防止する設計とし，ＳＦＰゲートのフック及びスト

ッパーは基準地震動 SSによる地震荷重に対し強度上問題ない設計とする。

（２） ＳＦＰゲートについて基準地震動ＳＳによる地震荷重，静水圧及び動水圧（スロ

ッシング荷重）を考慮して評価を行い，強度上問題ない設計とする。

（３） ＳＦＰゲートパッキンの材質はシリコンゴムであり，納入時に特性試験（耐水試

験（ＪＩＳ Ｋ ６２５８） ：100℃－70ｈ，圧縮永久ひずみ試験（ＪＩＳ Ｋ

６２６２） ：150℃－70ｈ）により材料健全性を確認しており，ＳＦＰ保有水

が沸騰した場合においてもシート性能を確保可能。

第 1図 ＳＦＰゲートの構造図（内側ゲートの例）

A A 

パッキン

ゲート

Ａ－Ａ断面

Ｂ部詳細

Ｂ
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○ＳＦＰゲートのシール機能について以下に示す。

（１） ＳＦＰゲートは原子炉ウェルとＳＦＰの流路に二重に設置されており，内側のゲー

トからリークした場合においても外側のゲートによりシート性能を確保可能。

（２） ＳＦＰゲートのパッキンは二重シールとなっており，外側のパッキンからリークし

た場合においても内側のパッキンによりシート性能を確保可能。（パッキンは水圧

により面圧を確保し，ストッパーにより据付状態を保持）

第 2図 ＳＦＰゲート据付状態の概要図

シート部の詳細図

原子炉ウェル

ゲートシート部

平面図 断面図

使用済燃料プール
ストッパー

フック

ゲート

パッキン

使用済燃料プール

通常水位▽
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補足 75-3

（参考）ＳＦＰゲートが外れた場合 

 ＳＦＰゲートが外れることによりＳＦＰ水が原子炉ウェル側へ流出した場合

の水位及び線量等に対する評価を実施した。 

○評価条件 

・ＳＦＰゲートは，地震等が発生した場合でも十分信頼性があるものである

が，本評価では，保守的に，ＳＦＰゲートが外れ，かつゲート下端（スロ

ット部）までＳＦＰ水位が低下した場合を想定し，その後使用済燃料の崩

壊熱によりＳＦＰ水位が燃料有効長頂部まで低下するまでの余裕時間を評

価した。 

 なお，原子炉が未開放の状態であった場合，漏えいした燃料プールの保有

水が原子炉ウェルやドライヤ気水分離器貯蔵プールに流れ込むことで原子

炉ウェルの水位を上昇させ，原子炉ウェル側とＳＦＰ側の水位が均一にな

った際にＳＦＰからの保有水の漏えいが停止することも考えられるが，本

評価においてはその効果に期待しないものとした。 

・ＳＦＰ内の使用済燃料の崩壊熱は，想定事故１及び想定事故２と同様，約

9.1MW とした。 

・サイフォン等による漏えいは静的サイフォンブレーカや現場の隔離操作に

より停止されるものとした。 

ＳＦＰ保有水量（流出前） 約 1,189m３

原子炉ウェル等への流出量 約 813m３

プール保有水量（流出後） 約 376m３

プール水位低下量（通常運転水位からの低下） 約 7.0m 
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補足 75-4

○評価結果 

事象発生からＳＦＰ保有水の沸騰開始までの時間余裕は約 1.6 時間であっ

た。また，沸騰によりＳＦＰ水位が低下し，ＳＦＰ水位が燃料有効長頂部ま

で低下するまでの時間余裕は約 3.2 時間であった。 

ＳＦＰ水位の低下によりオペレーティングフロアの線量率は上昇するため，

オペレーティングフロアでの作業は困難となるが，事象開始から燃料有効長

頂部までＳＦＰ水位が低下する余裕時間は約 3.2 時間あるため，オペレーテ

ィングフロアでの作業が不要である注水手段（代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ又は注水ラインを使用））によりＳＦＰにおける燃料損傷を

防止することができる。 

冷却機能停止及びＳＦＰゲートからの流出後，Ｓ

ＦＰ水が沸騰するまでの時間 
約 1.6 時間 

事象発生から燃料有効長頂部までＳＦＰ水位が

低下するまでの時間 
約 3.2 時間 

○まとめ 

ＳＦＰゲート部はスロッシング荷重等を考慮しても十分に信頼性があるも

のであり，かつ万一ＳＦＰゲート部からリークがあった場合でも，ＳＦＰ水

位が約 7.0m 低下するが，燃料が露出することはなく，ＳＦＰ水位が燃料有効

燃料集合体

通常水位（ＥＬ46,195）  

燃 料 有 効 長 頂 部 （ Ｅ Ｌ
38,935）

約 4.25m

約 0.28m

制御棒
ハンガ

ＳＦＰ底部（ＥＬ34,689）

Ｓ Ｆ Ｐ ゲ ー ト 底 部 （ Ｅ Ｌ
39,215）

ＳＦＰゲート 

原 子 炉

漏 え い し た 燃 料 プ ー ル の 保
有水により，原子炉ウェルや
ド ラ イ ヤ 汽 水 分 離 器 貯 蔵 プ
ールの水位が上昇し，漏えい
が停止した場合（約 3.5m）

制御棒ラック
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補足 75-5

長頂部まで低下する時間の約 3.2 時間後までにオペレーティングフロアでの

作業が不要である注水手段（代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ又

は注水ラインを使用））により注水を開始することでＳＦＰ内燃料の損傷を

防止することが可能である。 
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補足 76-1

76. 想定事故２においてサイフォン現象を想定している理由について 

1. はじめに 

 想定事故２において，使用済燃料プール（以下，ＳＦＰという。）に接続さ

れている配管から漏えいが発生した際に，真空破壊弁が動作せず，サイフォ

ン現象によるプール水の小規模な喪失が発生することを想定している。 

 しかしながら，ＳＦＰからのプール水の漏えいは，他の事象が起因となる

ことも考えられる。ここでは，サイフォン現象によるプール水の漏えいを想

定事故２の評価対象とした理由について示す。 

2. ＳＦＰから水の漏えいを引き起こす可能性のある事象 

 ＳＦＰから水が漏えいする可能性のある事象としては，以下が考えられる。 

  ①サイフォン現象による漏えい 

  ②ＳＦＰライナー部の損傷 

  ③ＳＦＰゲートの損傷 

  ④ＳＦＰゲート開放時の原子炉ウェル及びドライヤ気水分離器貯蔵プー

ル側のライナー部の損傷 

  ⑤地震発生に伴うスロッシングによる漏えい 

3. 各事象の整理 

 ①サイフォン現象による漏えい 

   サイフォン現象による漏えいは，燃料プール冷却浄化系又は残留熱除

去系ポンプ出口逆止弁からディフューザまでの配管等が破断し，かつＳ

ＦＰ内へ入る配管に設置されているサイフォン現象を防止するための真

空破壊弁が機能しない場合に発生する。サイフォン現象による漏えいが

11



補足 76-2

停止されない場合，ＳＦＰの底部にあるディフューザ付近まで漏えいが

継続する。 

   ＳＦＰの冷却時に使用する配管のうち，残留熱除去系の配管は耐震Ｓ

クラスの配管であり，基準地震動Ｓｓを考慮しても高い信頼性を有して

いるが，燃料プール冷却浄化系は耐震Ｂクラスであるため，残留熱除去

系に比べて耐震性が低い。 

   燃料プール冷却浄化系又は残留熱除去系の配管破断，及び真空破壊弁

が機能しないことにより小規模な漏えいが発生した場合，運転員は漏え

い検知器，スキマサージタンクの水位低下，ＳＦＰ水位の低下等により

事象を認知できるため，認知は容易である。 

   ＳＦＰへの注水手段は，配管の破断箇所及び隔離箇所に依存すること

から，残留熱除去系，復水移送系等の注水ラインから注水ができない場

合も考えられる。 

   運転員は，事象認知後に代替燃料プール注水系（常設）又は代替燃料

プール注水系（可搬型）を用いて漏えい量に応じた注水を実施し，ＳＦ

Ｐ水位は維持される。 

 ②ＳＦＰライナー部の破損 

   ＳＦＰの筐体は基準地震動Ｓｓによっても機能が維持される設計であ

り，高い信頼性を有する設備である。 

   仮にＳＦＰライナー部が破損し漏えいが発生した場合は，漏えい水は

ＳＦＰライナー漏えい検知器のドレン溜に流れ込み，漏えい検知器によ

り警報が発報する（第 1 図参照）。 

   運転員はこの警報発生やＳＦＰ水位の低下等により事象を認知できる

ため，認知は容易である。ただし，ライナードレン部はＳＦＰのバウン

ダリとしての機能を有していないことから，漏えいを停止することは困
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補足 76-3

難であり，漏えいが継続する。 

   注水等の対応手段は，ライナー部破損による漏えいが残留熱除去系や

復水移送系の注水ラインに影響を与えるものではないため，常用の注水

設備又は重大事故等対処設備（代替燃料プール注水系（常設）又は代替

燃料プール注水系（可搬型））となる。 

   なお，ＳＦＰライナー部からの漏えい量（一部の箇所の破断を想定）

を評価すると，最大でも 35ｍ３／ｈ（ライナードレンの配管径と水頭圧

の関係により算出）程度となり，漏えい量に応じた注水の継続が可能で

あればＳＦＰ水位及び冷却機能は維持されるが，注水流量が不足しＳＦ

Ｐ水位の低下が継続する場合には大規模損壊の対応となる。この場合，

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイ

ヘッダ），又は代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）によるＳ

ＦＰへのスプレイを実施する等の対応により，使用済燃料の著しい損傷

の進行を緩和できる。 

第 1 図 ライナードレンの構造図 

 ③ＳＦＰゲートの損傷 

使用済燃料プール

FG FG FG FG FG FG・・・・

床ドレンサンプへ
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補足 76-4

   ＳＦＰゲートは補足説明資料「76.使用済燃料プール（ＳＦＰ）ゲート

について」に示すように十分信頼性があり，基準地震動Ｓｓに対しても

その機能は維持される。仮にゲートが外れてプール水の漏えいが発生し

た場合であっても，ゲート下端（スロット部）は使用済燃料の有効長頂

部より高い位置にあるため，ゲート下端（スロット部）到達後に漏えい

は停止し，その後の崩壊熱相当の蒸発量に応じた注水を実施することで

冠水は維持される。 

   運転員はＳＦＰゲート破損による漏えい警報確認やＳＦＰ水位の低下

等により事象を認知できるため，認知は容易である。 

   冠水維持完了後，原子炉ウェル及びドライヤ気水分離器貯蔵プール側

の筐体に異常がなければ注水によってＳＦＰ水位を回復させ，ＳＦＰ水

位及び冷却機能を維持することができる。また，原子炉ウェル及びドラ

イヤ気水分離器貯蔵プール側の筐体から漏えいがある場合であっても，

常用の注水設備及び重大事故等対処設備（代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル））

等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた給水作業が可能である

ため，燃料の健全性は確保される。 

 ④ＳＦＰゲート開放時の原子炉ウェル及びドライヤ気水分離器貯蔵プール

側のライナー部の損傷 

   ＳＦＰゲート開放時における原子炉ウェル及びドライヤ気水分離器貯

蔵プール側のライナー部が損傷する場合においても，③と同様にゲート

下端（スロット部）以下にはＳＦＰ水位は低下せず，使用済燃料の有効

長頂部との位置関係により燃料の冠水は維持される。 

また，運転員はライナー部の破損によるＳＦＰ水位の低下等により事

象を認知できるため，認知は容易である。 
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補足 76-5

   その後，原子炉ウェル及びドライヤ気水分離器貯蔵プール側の筐体に

異常がなければ注水によってＳＦＰ水位を回復させ，ＳＦＰ水位及び冷

却機能を維持することができる。また，原子炉ウェル及びドライヤ気水

分離器貯蔵プール側の筐体から漏えいがある場合であっても，常用の注

水設備及び重大事故等対処設備（代替燃料プール注水系（常設スプレイ

ヘッダ）及び代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル））等を用い

ることで崩壊熱による水の蒸発に応じた注水作業が可能であるため，燃

料の健全性は確保される。 

 ⑤地震発生に伴うスロッシングによる漏えい 

   地震発生時，スロッシングによりＳＦＰの保有水が漏えいし，この時，

通常運転水位から 0.55m 程度までＳＦＰ水位が低下するが，使用済燃料

の有効長頂部の冠水は維持される。 

   スロッシング発生時，運転員は現場の漏えい検知器，ＳＦＰ水位の低

下等により事象を認知できるため，検知は容易である。 

   スロッシングによりＳＦＰ水位が低下した場合でも遮蔽は維持される

ため，オペレーティングフロアでの作業は可能であることから，可搬型

スプレイノズルを用いた代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

により注水を行うことも可能であり，代替燃料プール注水系（常設スプ

レイヘッダ）又は代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）等に

よる注水を行うことで燃料の健全性は確保される。 

3. 想定事故２及び大規模損壊での想定 

 有効性評価では「2. 各事象の整理」で想定する事象の中で，「②ＳＦＰラ

イナー部の損傷」を除く事象に対して，燃料の損傷を防止できることを確認

している。 
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補足 76-6

 大規模損壊は，これらの想定時に常用の注水設備及び重大事故等対処設備

による注水操作ができない状態，漏えいが継続する状況（「②ＳＦＰライナー

部の損傷」を含む），及び常用の注水設備並びに重大事故等対処設備による注

水能力を超える漏えいによりＳＦＰ水位が維持できない状況を想定した事象

である。 

 この対策として，代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）による

ＳＦＰへのスプレイや，放水設備によるスプレイを実施することで使用済燃

料の著しい損傷の進行の緩和及び環境への放射性物質放出の低減を行う。 

4. 結論 

 ＳＦＰからプール水の漏えいが発生する可能性のある①～⑤の事象につい

て検討した。 

 使用済燃料の有効長頂部より高い位置で漏えいが停止する事象は③，④，

⑤であり，基準地震動Ｓｓの地震の影響を考慮して発生のおそれが小さいも

のは②，③である。 

 ①の「サイフォン現象による漏えい」は，真空破壊弁が機能しないことを

想定すると，ＳＦＰに接続する配管に耐震Ｂクラス配管が含まれることから，

漏えいが使用済燃料の燃料有効長頂部以下まで継続するおそれがあり，また，

注水ラインの破断により対応可能な注水手段が限定されることから，有効性

評価において選定している。 
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88．使用済燃料プール水温の管理について 

使用済燃料プールの水温は，海水温度や貯蔵する燃料の体数等によ

り変動する。また，使用済燃料プールの水位及び水温に対する保安規

定の運転上の制限が表１のとおり定められており，発電長は定期的に

運転上の制限を満足していることを確認している。 

有効性評価における使用済燃料プールの初期水温は，使用済燃料プ

ールの沸騰による水位低下が早く，評価項目に対して厳しい条件とし

て，保安規定の運転上の制限である 65℃を設定している。 

図１に使用済燃料プール水温の年間の推移の例を示す。このように，

使用済燃料プールの水温は，保安規定の運転上の制限に対して十分に

低い水温で推移しており，10 年程度の期間での最大値は約 40℃，最小

値は約 12℃となっている。 

表１ 使用済燃料プールに関する運転上の制限 

項目 運転上の制限 

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料プールの水温 65℃以下 

図１ 使用済燃料プール水温の推移の例 
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